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Ⅰ. はじめに 

１．本報告書の背景・目的 
 
① 地方創生をめぐる現状認識 1 
我が国の人口は 2008 年をピークに減少局面に入って以降、人口減少が加速的に進行し

ており、2045 年には東京都を除いた全ての道府県で 2015 年を下回ると推計されている。ま
た、65 歳以上の高齢者人口は約 3,515 万人、高齢化率は約 27.7％と最高を記録し（2017
年 10 月時点）、我が国の高齢化は世界的に見ても空前の速度と規模で進行している。 
人口移動の面では、東京一極集中の傾向が継続しており、2017 年に東京圏（東京都、

埼玉県、千葉県及び神奈川県）は、12 万人の転入超過を記録し、東京圏には我が国の全
人口の約３割が集中している。 
一方、地域の経済動向を見ると、少子高齢化や人口減少といった構造変化により、地方

によっては経済環境に厳しいところも見られ、今後人口減少や高齢化が更に進展するこ
とに伴い、労働供給の停滞や後継者不足の問題が地域経済の成長制約となり、地域経済を
支える「稼げる企業」が消滅していくおそれがある。 
すなわち、我が国の地方部においては、少子高齢化と東京一極集中により人口減少が急

速に進んでおり、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速
させる」という負のスパイラル（悪循環の連鎖）に陥るリスクが高まっている。 

 
② 地方創生に向けたＳＤＧｓ達成の取組の現状 
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）は、2015 年に国連

本部において採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ」の中核文書であり、17 のゴール（目標）と 169 のターゲット等から構成されてい
る。先進国・途上国を問わず、世界全体の経済、社会及び環境の三側面における持続可能
な開発を統合的取組として推進し、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を進めることが求めら
れている。 
ＳＤＧｓは従前の「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ：Millennium Development Goals）」

と比較して、企業をその達成に向けた主要な実施主体として明示的に位置付けている。Ｓ
ＤＧｓへの取り組みが、企業のビジネスそのものにも利益をもたらすことをより定量的
に示すことが企業の取り組みを加速させる策であるとされている。 
持続可能な開発のための世界経済人会議（ＷＢＣＳＤ：World Business Council for 

Sustainable Development）2は、ＳＤＧｓの取組はイノベーションや長期安定的な経済成
                                                      
1 出典：まち・ひと・しごと創生本部「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2018 改訂版」より引用 
2 持続可能な開発について経済界からの見解を提言し、環境保全と経済発展に関する国際的関心と必要な
行動を促すために創設した団体 
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長をもたらし、多大な市場機会に繋がることを指摘しており、経済界に対してＳＤＧｓ達
成に向けて積極的に行動するよう呼び掛けている。また、2017 年 1 月にビジネスと持続
可能な開発委員会が公表した「ビジネス＆持続可能開発委員会報告書」3においては、グ
ローバル目標を達成することで、年間 12兆ドルの市場機会がもたらされるとの報告がな
されている。 
国内においては、政府内に関係行政機関相互の緊密な連携を図り、ＳＤＧｓの実施を 

総合的かつ効果的に推進することを目的にＳＤＧｓ推進本部（本部長：内閣総理大臣）を
設置し、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」及び「ＳＤＧｓアクションプラン
（以下、アクションプラン）」が決定された。アクションプランでは、「ＳＤＧｓを原動力
とした地方創生」が一つの柱とされ、ＳＤＧｓの達成に向けた取組が、日本の各地域が抱
える諸課題の解決に貢献し、持続可能な開発、すなわち地方創生を推進するものとされて
いる。 
「まち・ひと・しごと総合戦略（2018 改訂版）」（2018年 12 月 21日閣議決定）では、

「今後、更に地方創生を深化させていくために、中長期を見通した持続可能なまちづくり
に取り組むことが重要であることから、2030 年を期限とするＳＤＧｓの達成のための取
組を推進し、ＳＤＧｓの主流化を図り、経済、社会、環境の統合的向上等の要素を最大限
反映する」と示された。 

 
③ 地方創生ＳＤＧｓの達成に向けた地域事業者、地方公共団体並びに金融機関の役割の  

重要性 
地域におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組を推進するための担い手として、まずは地域

事業者（地域の中堅中小企業等）と地方公共団体がメインプレーヤーとして位置付けられ
る。 
地域事業者のうち中小企業は、我が国 421 万企業のうち約 99.7%を占めており、地方

経済・社会を支える主要基盤を構成している。地域の特性を生かして新たな付加価値を創
出し、他の地域事業者に対して経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する
地域事業者や、特定のニッチ分野では世界トップレベルのシェアを確保しているグロー
バルニッチトップ企業など、我が国の地域事業者の多くは経済を牽引する力や、地域課題
を解決する力を有している。このような地域事業者は、地域におけるＳＤＧｓ達成に向け
た事業活動を通じて、地域課題の解決を図りながら既存事業の維持・拡大や新規事業の創
出を実現し、新たなキャッシュフローを生み出し、得られた収益を地域に再投資すること
により、企業・事業の成長と地域課題解決を同時に推進する自律的好循環を生み出す役割
を果たすことが期待される。地方公共団体は、地域におけるＳＤＧｓ達成に向けて、地域
の将来ビジョンを描き、ビジョン実現に向けて地域の多様なステークホルダーの連携を

                                                      
3 Business & Sustainable Development Commission「Better Business, Better World」, 2017 年 1 月 
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促進するハブとして機能しながら、地域の重点課題を解決する事業を支援・開発する中核
的役割を担う。 
更に、地方創生のメインプレーヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における

ＳＤＧｓ達成に向けた取組を推進するためには、地域の全ての産業セクターと横断的に
関わることができる金融機関の支援が重要な役割を果たす。金融機関は企業へのアドバ
イスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般にわたって多くのインパクト
を直接的あるいは間接的にもたらしていることから、地方公共団体と同様に、ＳＤＧｓ達
成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割を担うことが期待される。 
本報告書では、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生に向けた取組を「地方創生ＳＤＧｓ」

と呼称する。 
 

④ ＳＤＧｓ金融の現状と地方創生への展開 
近年の金融業界では、持続可能な社会への移行に向けた要請の高まりを受けて、金融機

関がファイナンスを通じて経済・社会・環境に与えるインパクトの大きさを認識し、諸課
題の解決に貢献することの必要性が広く認識されている。 
具体的には、国連による責任投資原則（ＰＲＩ）（2006年 4 月）の流れを受けて、投融

資等の判断にあたって企業の持続的成長性やリスク等に影響を及ぼすＥＳＧ（環境・社
会・ガバナンス）要素や非財務情報等を考慮する動きが、特に長期投資を行う機関投資家
等を中心に拡大している。2017年のＰＲＩ年次総会では、ＳＤＧｓを実現するための「持
続可能な開発投資 （ＳＤｌｓ）」という概念が、「リスク・リターンの基準を満たしかつ
環境や社会にポジティブなインパクトをもたらす投資」として示され、ＥＳＧとＳＤＧｓ
の概念が軌を一にして捉えられるようになりつつある。同様に、欧州委員会が 2016 年 10
月に設置した「持続可能な金融についてのハイレベル専門家グループ（ＨＬＥＧ）」では、
「サステナブル金融」のスコープとして、投融資や資産価値評価におけるＥＳＧ要素の考
慮のみならず、持続可能な成長に資する分野への資金提供などの広範囲の概念が示され
ている。 
また、国連環境計画金融イニシアティブは、銀行版ＰＲＩとも呼べる「責任銀行原則（Ｐ

ＲＢ：Principles for Responsible Banking）」を 2019 年９月に発足させることを発表して
おり、我が国の銀行からも支持を表明する動きがみられている。 
更に、近年では「インパクト金融」という考え方が注目され、国連環境計画金融イニシ

アティブ（UNEP FI）の金融機関、投資家ワーキングメンバーが、ＳＤＧｓの達成に向け
た「ポジティブ・インパクト宣言」を 2015 年 10 月に発表した。続いて UNEP FI は、
2017年 1 月に SDGs 達成に向けた金融の共通枠組みである「ポジティブ・インパクト金
融原則」を、2018 年 11 月には金融機関が投融資のポジティブ・インパクトを測定する際
に参照するモデル・フレームワークをそれぞれ発表している。 
このような国際的潮流において、ＥＳＧ金融、インパクト金融、サステナブル金融等の
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概念は、現時点ではそれぞれが明確に定義され棲み分けられているわけではなく、市場や
取組の発展とともに定義付けや事業分類が進められている途上にある。 
本報告書では、持続可能な社会への変革に向けて、ＳＤＧｓ達成に取り組む企業の非財

務的価値やＥＳＧ要素等も評価し、金融市場からの資金流入等を通じて成長を支援する
ことを、仮に「ＳＤＧｓ金融」と呼称することとする。 
こうしたＳＤＧｓ金融による資金の流れを、ＳＤＧｓの達成を目指す地域事業者や地

域経済に還流させることができれば、地域におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組を加速さ
せ、より一層の地方創生に繋がることが期待される。 
本報告書では、このような資金の流れを「地方創生ＳＤＧｓ金融」と定義する。 
 
近年の地域経済の縮小に伴い地域事業者等の資金需要が低下する中、地域金融機関は

厳しい事業環境にさらされている。こうした中、地域金融機関自らが地方創生ＳＤＧｓ金
融に取り組むことは、将来的に持続的な成長が見込める地域事業者や産業等の育成や、地
域の経済・社会・環境に好影響をもたらしている既存事業の維持・拡大に貢献し、地域金
融機関にとって持続可能なビジネス環境を構築することに繋がると考えられる。そのた
めには、地域金融機関が自ら地方創生ＳＤＧｓ金融を推進するとともに、機関投資家等が
対話を通じて、こうした地域金融機関による地方創生ＳＤＧｓ金融の取組を支援・促進す
ることが期待される。 

 
⑤ 地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成 
ＳＤＧｓを活用して地域の経済・社会・環境に係る諸課題の解決に取り組むことは、地

域における既存事業の維持・発展や新たな事業機会の創出、ひいては地域産業・経済の活
性化に大きく貢献するものである。 
地域に関わる多様なステークホルダーがＳＤＧｓという共通言語を介して連携しなが

ら、地域におけるＳＤＧｓ達成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決を図りながら
キャッシュフローを生み出し、得られた収益を地域に再投資する「自律的好循環」を形成
することが求められている。これにより、地域が陥っている人口減少や地域経済縮小の負
のスパイラルに歯止めをかけ、企業の持続的成長と地域課題解決を同時に推進すること
が可能となる。 
そのためには、地域のメインプレーヤーである地域事業者（中小企業を中心とする地域

経済の担い手）が地方公共団体と連携して地域におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組を主
導し、地域金融機関や上場企業等がその取組を支援し、更に機関投資家・メガバンク・証
券会社が直接的/間接的な働きかけを行うことにより、これら取組に民間資金等を積極的
に呼び込むことが重要となる。 
本報告書では、地方創生ＳＤＧｓを推進するための自律的好循環の全体像と、その実現

に向けた各ステークホルダーに求められる役割について説明する。 
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続いて、特に金融機関の役割に着目し、ステークホルダーと連携しながら地方創生  
ＳＤＧｓに取り組むための枠組みを、「地方創生ＳＤＧｓ金融フレームワーク」として提
示する。 

 

＜地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環形成の全体像＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 
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２．地方創生ＳＤＧｓ達成に向けた取組の現状 
 
① 政府におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組 
・「ＳＤＧｓアクションプラン 2019」における地方創生の位置付け 

2015 年５月に、ＳＤＧｓに係る施策の実施について、関係行政機関相互の緊密な  
連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を
構成員とする持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部が設置された。 

2016年 12 月に開催された第２回会合において、日本が 2030 アジェンダの実施にか
かる重要な挑戦に取り組むための国家戦略として、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
実施指針」が決定された。その中で、ＳＤＧｓを全国的に実施するためには、広く全国
の地方公共団体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組を推進
することが不可欠である旨が盛り込まれた。 

2017年６月の第３回会合において、総理から、「第二に、地方でのＳＤＧｓの推進で
す。これは、まさに地方創生の実現にも資するものです。関係閣僚が連携して、    
ＳＤＧｓ達成に向けた地方の取組を促進する施策を検討・実施していくようお願いし
ます。」との指示がなされた。 

2018年 12 月の第６回会合において「ＳＤＧｓアクションプラン 2019」を決定した。
同「アクションプラン」では、G20 サミット、TICAD7、初のＳＤＧｓ首脳級会合に向
け、日本の「ＳＤＧｓモデル」の 3 本柱である、 
（ア）ＳＤＧｓと連動した官民挙げた「Society 5.0」の推進 
（イ）ＳＤＧｓを原動力とした地方創生 
（ウ）ＳＤＧｓの担い手である次世代・女性のエンパワーメント 

に沿って、国内実施・国際協力の両面においてＳＤＧｓを推進することが示された。 
また、日本が、「人間の安全保障」に基づき、強靱かつ環境に優しい「国づくり」及

び世界の「人づくり」に貢献し、G20 議長国として国際社会においてリーダーシップを
発揮していくＳＤＧｓの主要課題についても明記された。  
総理からは、かつてないスピードで変化する世界から「誰一人取り残さない」社会を

実現すべく、「豊かで活力のある未来に向けた国づくり」、「子や孫の世代に誇れる日本」、
「国際社会をリードする日本」の 3 つのキーワードに沿って、世界の「国づくり」と
「人づくり」に貢献していく旨の決意が示されている。 
また、世界の注目が日本に集まる本年の G20 サミットや TICAD7 といった機会を通

じ、リーダーシップを発揮し、ＳＤＧｓの力強い担い手たる日本の姿を国際社会に対し
て示すとともに、9 月のＳＤＧｓ首脳級会合において、これらの成果を G20 議長国と
して発信すべく、具体的な取組を推進・強化するよう指示がなされている。 
このように、政府による主要な取組が打ち出されており、地方創生はこのうち 1 つの

柱として位置づけられている。 
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＜「ＳＤＧｓアクションプラン 2019」のポイント＞ 
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② 内閣府におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組 
・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における取組方針 

2018 年 12 月に閣議決定されたまち・ひと・しごと創生総合戦略（2018 改訂版）に
おいては、「Ⅰ．基本的な考え方」に、「地方創生の一層の推進に当たっては、持続可能
な開発目標（ＳＤＧｓ）の主流化を図り、ＳＤＧｓ達成に向けた観点を取り入れ、経済、
社会及び環境の統合的向上などの要素を最大限反映する。具体的には、全国の地方公共
団体等による地域における自律的好循環、持続可能なまちづくりを目指した取組を推
進することで、政策推進の全体最適化、地域課題解決の加速化等の相乗効果を創出し、
地方創生の更なる実現につなげていく。」旨が盛り込まれた。 
また、同戦略の「Ⅲ．今後の施策の方向」の「３．政策パッケージ」には、「地方公

共団体における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取組の推進」が位置づ
けられ、主な施策として「地方公共団体に対する普及促進活動の展開」及び「地方公共
団体によるＳＤＧｓ達成のためのモデル事例の形成」、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プ
ラットフォームを通じた民間参画の促進」等が挙げられた。 

2019年度は、第１期「総合戦略」における最終年であり、地方創生の実現にとって、
極めて重要な１年となる。これまでの地方創生の取組の成果や課題を精査し、第１期の
総仕上げに取りかかるとともに、Society5.0 の実現やＳＤＧｓ達成に向けた取組をはじ
めとする現在と将来の社会的変化を見据え、地方創生の新たな展開としての飛躍に向
けた次期の総合戦略策定の準備が開始される。 

 
・「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」の取組 

内閣府では、かねてより「環境未来都市」構想を推進し、各都市における成功事例の
共有等を通じて、地方創生の深化につなげてきた。2008 年以降、我が国が目指すべき
低炭素社会の姿を市民に分かりやすく示すため、温室効果ガスの大幅な削減など高い
目標を掲げて先進的な取組にチャレンジする 23 都市を「環境モデル都市」として選定
してきた。更に、2011 年には、環境・社会・経済の三側面において、より高いレベル
の持続可能性を目指す 11 の都市・地域を「環境未来都市」として選定し、環境・超高
齢化対応等の課題解決に向け、三側面において新たな価値を創造する都市として支援
してきた。これらの活動はまとめて「環境未来都市」構想と呼ばれている。 
このような「環境未来都市」構想は、地域資源を活かし、環境・社会・経済の三側面

における価値創造を活性化し、自律的に発展する多様な都市・地域モデルの創出を実現
するとともに、その成功事例の普及展開を通じて、幅広い地方創生を推進し、一定の成
果を得た。その考え方は、ＳＤＧｓの理念と軌を一にするものであり、ＳＤＧｓの取組
の先行例といえる。 
「地方創生に向けた自治体ＳＤＧｓ推進のあり方 コンセプト取りまとめ（2017 年

11 月 29日）」において、「環境未来都市」構想の成果も踏まえて自治体におけるＳＤＧ
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ｓ達成のためのモデル事業「ＳＤＧｓ未来都市」の形成が提言された。 
ＳＤＧｓ未来都市とは、ＳＤＧｓの理念に沿った統合的取組を推進しようとする都

市・地域の中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して
持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域を指す。その中で、特に先導
的な取組であって多様なステークホルダーとの連携を通し、地域における自律的好循
環が見込める事業を自治体ＳＤＧｓモデル事業として選定することとしている。 
なお、自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会では、「自治体によるＳＤＧｓの取組の

評価の視点」が整理され、ＳＤＧｓの取組にあたっての重視すべき項目が以下の通り提
示されている。 

 
(ⅰ)ＳＤＧｓの理解度の視点 

2030 アジェンダを踏まえ、ＳＤＧｓの基本理念を自治体で実現することが地方創生
の推進に貢献することを理解し、バックキャスティングの考え方に基づいて、持続可能
な社会の構築に向けた長期的な取組計画を策定し、自身のＳＤＧｓの取組の水準、内容
を認識するためのチェックを行っているか。 
ＳＤＧｓのゴール、ターゲット、指標（インディケーター）を理解し、取組進捗管理

を実施するとともに、優先的に取り組む目標（マテリアリティ）の設定のプロセスを明
示しているか。 
経済、社会、環境に関する課題の統合的取組による、トレードオフの緩和及びシナジ

ー効果の創出等を理解しているか。 
 

(ⅱ)取組体制の整備の視点 
首長のリーダーシップの下、取組を強力に執行する体制を整備し、分野横断的な施策

を立案、実施する組織が設置されているか。 
計画策定に際して、多様なステークホルダーが参加し、広く外部から積極的に情報を

取り込む仕組みとなっているか。 
従来の慣例にとらわれないアイデアを提案できる人材、包摂的な視点を持つ人材、多

様なステークホルダーとの対話の推進役を果たすことができる人材の育成及び発掘す
る仕組みを作っているか。 
プロジェクト推進のための組織を編成し、そのリーダーに各種権限（予算執行権限等）

を付与する等、役割が内外から見える体制であるとともに、専門的人材を広く外部から
登用する道が開かれているか。 
国内外のステークホルダーとの交流、他自治体等との連携、国際的な情報発信を推進

する体制を構築するとともに、多くのステークホルダー間の交流を促進するためのプ
ラットフォームの設置の計画を持っているか。 
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 (ⅲ)ＳＤＧｓの取組計画の実装と目標設定の視点 
自治体として総合計画等にＳＤＧｓの取組計画を実装し、指標やＫＰＩを活用する

進捗管理及びＰＤＣＡの仕組みにより、内外の情勢の変化に対応して、計画を見直すこ
とができる体制となっているか。 
地域の歴史的経緯や立地条件を踏まえた、優先的に取り組む目標（マテリアリティ）

の設定の趣旨を明示し、地方創生に貢献するための具体的な行動目標、地域の課題解決
の方向性を明示するＫＰＩが設定され、統合的取組が推進されているか。 

 
(ⅳ)具体的な事業推進の視点 

経済活性化への視点を組み込み、域内における事業活動が経済、社会、環境の３側面
に利益が循環することで自律的好循環を生み出し、その財務的価値及び住民や企業の
満足度向上等の非財務的価値を評価できる仕組みとなっているか。 
ＳＤＧｓ金融がさらに活発となる仕組みや誘導政策が組み込まれているか。 

 
(ⅴ)フォローアップ実施の視点 

短期的な効果を追求するアウトプットだけではなく、長期的な効果としてのアウト
カムにも着目するＰＤＣＡにより、事業実施の効果を数値管理する等の組織のガバナ
ンスが徹底されているか。 

＜地方創生における自治体ＳＤＧｓ推進の意義＞ 
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2018年 6 月、地方公共団体によるＳＤＧｓの達成に向けた優れた取組を提案した 29
都市をＳＤＧｓ未来都市として選定し、その中から特に先導的な事業を提案した 10都
市を自治体ＳＤＧｓモデル事業として選定し、これらを通じてベストプラクティスの
創出と普及展開等に努めている。 

＜2018年度ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業 選定都市一覧＞ 

 

＜自治体ＳＤＧｓモデル事業について＞ 

 



 

14 

・国際発信（「地方創生ＳＤＧｓ国際フォーラム」の開催） 
今後開催される国際会議等において、「ＳＤＧｓモデル」の発信に向けた提言を取り纏

める事を目指すことを目的に、地方創生に資する「自治体ＳＤＧｓ、官民連携、国内外発
信・展開」をテーマに議論し、我が国「ＳＤＧｓモデル」の強みと更なる発展に向けた取
組を考察するために、国内外の有識者を交え、2019 年 2月 13 日に「第１回地方創生ＳＤ
Ｇｓ国際フォーラム」を開催し、その際、採択された総括について以下に示す。 

＜「第１回地方創生ＳＤＧｓ国際フォーラム」（2019年 2月 13日）における総括＞ 

 
 
・「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」の取組 
地方公共団体におけるＳＤＧｓの達成に向けた取組の一層の推進のため、地方公共団

体及び地域経済に新たな付加価値を生み出す企業、専門性をもったNGO・NPO、大学・
研究機関等の広範なステークホルダーとのパートナーシップの深化、官民連携の推進を
目的とした「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム（以下、プラットフォーム）」
を 2018 年 8月に発足した。 
このプラットフォームには、2019 年 2 月末時点で計 625 団体（250 自治体、12 省庁、

363 の民間企業・NPO等。うち、金融機関は 72）が加入し運営されている。 
地域事業者のみならず多様なステークホルダーは、地域課題の解決に向けてその責務

を担う地方公共団体とともに解決に向けて取り組むことが重要となる。 
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ＳＤＧｓは、地方公共団体、民間事業者、市民等の異なるステークホルダー間の連携を
促す「共通言語」となり得る。プラットフォームでは、「共通言語」を通じて、ＳＤＧｓ
の達成や地方創生の実現に向けた官民連携を推進していく。 
具体的には、①マッチング支援、②分科会運営、③普及展開活動を通じて、ＳＤＧｓの

達成に向けたプロジェクトの創出や成功事例の共有等を目的とした水平的・垂直的連携
を推進していく。 
今年度は、プラットフォーム設立の初年度であるが、ＳＤＧｓの達成に向けた課題を設

定し、会員間で議論を深める分科会が 16件設置されており、官民連携のもと新たな取組
を生み出す基盤として成長しつつある。この分科会の中でも金融機関を提案者とする分
科会が設置されており、ＳＤＧｓの達成に向けた金融機関の役割が注目されている。 

 

＜地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム（分科会開催）＞ 

 

（参考：地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム http://future-city.jp/platform/） 
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Ⅱ. 地方創生に向けたＳＤＧｓ金融の推進のための基本的な考え方 

本章では、前章で紹介した地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環形成の全体像と、
その実現に向けた各ステークホルダーに求められる役割について説明する。続いて、特に金
融機関の役割に着目し、ステークホルダーと連携しながら地方創生ＳＤＧｓ金融に取り組
むための枠組みを、「地方創生ＳＤＧｓ金融フレームワーク」として説明する。 
 
１．自律的好循環の実現に向けた各ステークホルダーに求められる役割 

＜地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環形成の全体像＞【再掲】 

 
① 地方公共団体 
地方公共団体は、地域におけるＳＤＧｓ達成に向けて、地域の将来ビジョン 2030

を描き、ビジョン実現に向けて地域の多様なステークホルダーの連携を促進するハ
ブとして機能しながら、地域の重点課題を解決する事業を推進する中核的役割を担
う。 
これらを推進するため、内閣府では 2020 年までに積極的にＳＤＧｓに取り組む地

方公共団体の数を全国の 3 割まで引き上げる目標を掲げている。内閣府が実施した
地方公共団体に対するアンケート調査結果を基にすると、ＳＤＧｓに取り組む地方
公共団体は、2017 年の約 1%に対し、2018 年は約 5%と徐々に増加しており、関心
が高まりつつある。 

※ 
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② 企業 
企業は、事業活動を通じてＳＤＧｓ達成に向けた取組を推進する役割を担う。 
特に、農林水産業などの第一次産業から第三次産業まで多様な地域産業の担い手

である地域事業者等は、地域におけるＳＤＧｓ達成に向けた事業活動を通じて、地域
課題解決を図りながら新たなキャッシュフローを生み出し、得られた収益を地域に
再投資することにより、企業・事業の成長と地域課題の解決を同時に推進する自律的
好循環を生み出す役割が期待される。 
また、近年は企業が事業性と社会性を両立させつつ、民間の力を活用して地域の課

題解決に取り組む社会的事業（ソーシャルビジネス）やＣＳＶ（Creating Shared 
Value：共有価値の創造）の概念に基づく事業活動が主流化しつつあり、これらは地
方創生において重要な役割を担うことが期待される。 
さらに、地方創生において、観光は、旺盛なインバウンド需要の取り込み等によっ

て交流人口を拡大させ、地域を活性化させる原動力となるものである。観光が持つ広
範な経済波及効果を念頭に、国内外からの観光客の地方への流れを戦略的に創出し、
観光による地方創生を実現していくためには、地域の個性を活かした魅力のある観
光地域づくりを進めるとともに、その地域の魅力を効果的に発信することが重要で
ある。その際、ＳＤＧｓのグローバルな取組の活用が有効である。 

    一方、上場企業を中心に構成される一般社団法人日本経済団体連合会は、2017 年 
11 月に企業行動憲章を改定し、Society 5.0 の実現を通じたＳＤＧｓの達成を目指す
ことを明示した。これらを踏まえて上場企業等は、ＳＤＧｓ達成に活用可能な経営資
源（Society5.0関連技術・ノウハウ、ネットワーク、ビジネスモデル、有形/無形資産
等）を活かし、地域事業者とのサプライチェーン等を通じた連携や、地方公共団体と
の連携を一層強化することで、地域におけるＳＤＧｓ達成に向けた事業活動を推進
し、得られたノウハウや事業等を国内外に展開することが期待される。 

 
③ 地域金融機関（地域銀行・信用金庫・信用組合・農漁協・大手銀行等の支店含） 
地域金融機関は、地域の全ての産業セクターと横断的に関わることができる立場

を活かし、地域におけるＳＤＧｓ達成に取り組む企業へのアドバイスやファイナン
スを通じて、新たな事業の創造や現状の事業の維持・拡大を後押しし、企業・事業の
成長と地域課題解決の推進の自律的好循環を支える役割を担う。特に、ＳＤＧｓに貢
献しうる優れた技術・ノウハウ等を有する地域事業者や、長年にわたって地域経済・
社会に正のインパクトをもたらしている地域事業者に対しては、地域金融機関が積
極的に支援（コンサルティング等の非金融サービス含む）することで新たな事業の創
造や現状の事業の維持・拡大に貢献することが期待される。 
また、地域のリレーションシップ・バンキングとして、地域金融機関と企業との間

に構築された長期的な信頼関係や、蓄積してきた企業の非財務情報等を活かし、企業
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との対話を通じて、企業がＳＤＧｓに積極的に取り組むよう促していく役割を担う
とともに、地方公共団体等との連携により、地域におけるＳＤＧｓ達成に取り組む事
業や企業の発掘・育成に取り組むことが期待される。 
更に、地域金融機関においては、金融機関同士や取引先企業との株式持ち合いの解

消が進む一方、機関投資家等による株式の所有割合が増加しており、その結果、直接
金融と間接金融の結びつきが強まっている。こうした潮流により、機関投資家等の直
接金融を起点に広がっているＥＳＧ投融資が、間接金融にも接続し広がっていく可
能性を示している。こうした動向を踏まえつつ、機関投資家等との連携により、投融
資の一層の高度化・効率化を図り、ＳＤＧｓ金融の資金が地域の事業や企業に流れる
よう取り組むことが期待される。 

  
  ④ 機関投資家・大手銀行・証券会社 等 

   機関投資家（年金基金、保険会社、投資信託、信託銀行、ベンチャーキャピタル等） 
機関投資家は、積極的な対話を通じて、上場企業（上場している地域金融機関を含

む）や大規模プロジェクトのプロジェクトファイナンス等に関与することが期待さ
れる。さらに、ＳＤＧｓ・ＥＳＧ要素を考慮した投融資判断や、上場企業等が事業活
動を通じて地域におけるＳＤＧｓ達成に貢献する事業等に取り組むよう行動変容を
促していく役割も期待される。 
また、ＳＤＧｓに関心のある個人投資家等を対象にしたＳＤＧｓ企業株式ファン

ド等の組成・販売や、信託財産におけるＳＤＧｓの考慮等を踏まえ、ファイナンスを
通じてＳＤＧｓ達成に貢献するステークホルダーのすそ野を拡大させる役割が期待
される。 

 
  大手銀行・証券会社 等 

大手銀行・証券会社は、投融資を通じて我が国の企業の多くに影響を及ぼしており、
その中にはＳＤＧｓに意欲的に取り組む企業との取引も多いため、自らが率先して
ＳＤＧｓに取り組むことが期待される。特に、大手銀行・証券会社等は地域金融機関
との関係が深いため、大手銀行・証券会社等が有するＳＤＧｓ金融に関する知見を、
協調融資等の様々な投融資機会を通じて地域金融機関と共有し、地域金融機関のキ
ャパシティビルディングや行動変容等に貢献する役割が期待される。 
また、ＳＤＧｓ・ＥＳＧ要素を考慮した投融資判断や積極的な対話を通じて、投資

先の上場企業等や大規模プロジェクトのプロジェクトファイナンス等において、地
域におけるＳＤＧｓ達成に貢献する事業等に取り組むよう各ステークホルダーへの
行動変容を促していく役割が期待される。 
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  ⑤ 市民等 
市民団体や国際機関等は、企業や地方公共団体等の活動へのチェック機能を果た

し、ＳＤＧｓ達成に貢献する企業等の社会発信や、あるいはＳＤＧｓへの取組に積極
的でない企業等に行動変容を促す役割を担う。 
市民等は、地産地消やエシカル消費等の消費活動や、ふるさと納税やクラウドファ

ンディング、公益信託等の様々なファイナンス活動を通じて、ＳＤＧｓ達成に取り組
む地域事業者や地方公共団体等を積極的に支援する役割や、市民自らがＳＤＧｓ達
成に向けた活動の担い手となることが期待される。 

 
  ⑥ 政府 

政府は、地方公共団体、企業、地域金融機関、機関投資家等のステークホルダーが、
ＳＤＧｓの達成を通じて地方創生を実現する意識の醸成を後押しすることやこれを
サポートするような制度整備に努めるべきである。例えば、各ステークホルダーの目
標や取組を共有する手段として、ＳＤＧｓ達成に取り組むステークホルダーの表彰、
登録、認定制度の構築の検討を進めるべきである。 
こうした取組を通じて、地域事業者や地方公共団体、地域金融機関、市民等のＳＤ

Ｇｓに対する認知度や関心を高め、ＳＤＧｓ達成に取り組む地域事業者のすそ野を
拡大し、ＳＤＧｓを共通言語とした多様なステークホルダーの連携を促進し、地域社
会において自律的好循環が形成されることを目指すべきである。 
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２．地方創生ＳＤＧｓ金融フレームワークの構築 
地方創生に向けたＳＤＧｓ金融を実現するためには、地域事業者、地方公共団体、地域

金融機関、機関投資家・大手銀行・証券会社等が連携するフレームワークを構築し、その
フレームワークに基づき段階的に連携を発展させていくことが有効と考えられる。フレ
ームワークと、それを実行するための３つのフェーズを以下に示す。なお、３つのフェー
ズは段階的に進むだけなく、必要に応じて同時並行に進めることが望ましい。 
 

＜地方創生ＳＤＧｓ金融フレームワーク＞  

 
 

① フェーズ１：地域事業者のＳＤＧｓ達成に向けた取組の見える化 
   ・地域事業者の登録／認定制度（政府・地方公共団体による） 

ＳＤＧｓに取り組む企業の「登録／認定制度」を政府・地方公共団体が構築し、
地域の独自性も踏まえた上で、企業のＳＤＧｓの取り組みを”見える化”する。 

 
   ・期待される効果 

地域事業者等が地域におけるＳＤＧｓ達成に取り組む際には、事業収益の確
保と地域課題の解決の双方を達成することが求められる。その際、事業収益は明
確に把握可能な一方で、地域課題の解決や地域への貢献の度合いについては明
確な尺度を持たないことが多い。 
こうした課題に対し、企業のＳＤＧｓの優れた取り組みを”見える化”すること

で、企業のＳＤＧｓに取り組む意欲を高め、地域におけるＳＤＧｓ達成に取り組
む企業のすそ野の拡大が期待される。 
企業のＳＤＧｓの取り組みを”見える化”することにより、ＳＤＧｓに関わるス

テークホルダー間の連携が促進されるとともに、今後、政府・地方公共団体や金
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融機関等がＳＤＧｓに取り組む企業への支援策を検討・実施する際の情報基盤
となる。特に、金融機関にとっては、ＳＤＧｓに取り組むことが企業の中長期的
な成長や与信リスク等にどのような影響を及ぼすかを検証する機会にもなり得
るため、将来的にＳＤＧｓ・ＥＳＧを投融資判断に組み入れる際の重要な指針を
得ることができる。 

 
   ・制度の設計・運用にあたっての検討事項 

現時点では、地域事業者のＳＤＧｓに対する認知度が低いため 4、まずは認知
度向上が急務である。登録/認定制度や普及啓発施策を通じて地域事業者のＳＤ
Ｇｓの認知度の底上げを図るとともに、これらプレーヤーと連携する地方公共
団体や地域金融機関等におけるＳＤＧｓの認知度も並行して高めることが重要
である。 
また、地域事業者がＳＤＧｓに積極的に取り組むようインセンティブ設計を

することも重要となる。関東経済産業局及び長野県が進める「ＳＤＧｓ登録制度」
では、登録・認定等を通じた「ＳＤＧｓに取り組む企業の見える化」によって、
地域の多種多様なステークホルダーの連携を促進し、企業の競争力強化の後押
しを行っている。具体的には、登録された企業に対して、長野県等が PR・ブラ
ンディング、ビジネスマッチング、資金調達等の支援を実施することが予定され
ている。（詳細は巻末の参考資料参照） 

 
  ②フェーズ２：ＳＤＧｓを通じた地域金融機関と地域事業者の連携促進 

   ・地域金融機関の取組推進 
フェーズ１で登録・認定された企業がＳＤＧｓ達成に向けた取り組みを通じ

て地域で事業を創出・拡大することは、当該企業やプロジェクトに投融資を行う
地域金融機関にとって、ＳＤＧｓ・ＥＳＧなどの観点から非財務的価値や長期持
続的な成長を評価する端緒となる。 
地域金融機関は、与信先企業に対して積極的にモニタリング、フォローアップ

を実施することで、地域事業者等の育成・成長に貢献するとともに、モニタリン
グを通じて得られた知見を自らの目利き力やコンサルティング能力等の強化に
活かすことができる。 

 
 

                                                      
4 関東経済産業局・一般財団法人日本立地センターが 2018 年 10 月に実施した「中小企業のＳＤＧｓ認知
度・実態等調査」によれば、「ＳＤＧｓについて全く知らない」と回答した企業は 84.2%（＝中小企業の
ＳＤＧｓ認知度 15.8%）。中小企業へのＳＤＧｓの浸透は限定的である。」と報告されている。 



 

22 

    ・期待される効果 
地域金融機関によるＳＤＧｓに取り組む企業やプロジェクトの価値への理解

が深まり、こうした事業への投融資活動が活発になることで、長期持続的な成長
や更なるビジネス創出が期待される。 
地域金融機関は、ＳＤＧｓに取り組む地域事業者との関わりを深めることで、

企業の長期持続的な成長性や、成長の基盤を形成する様々な財務情報、非財務情
報を得ることができ、これら要素を、投融資の判断基準とどう関連づけるかにつ
いて考える契機となる機会を提供する。その結果として、担保・保証のみによら
ない事業性評価に基づく融資手法や、長期的な成長性を見極めるために企業の
非財務情報 5や事業の社会的インパクトを考慮した投融資手法が推進されるこ
とが期待される。 
これにより地域金融機関の目利き力が更に強化され、これら投融資手法がフ

ェーズ１で登録・認定された企業に適用されることにより、与信リスクの軽減や、
融資対象となる顧客や事業の幅が拡大することが期待され、ひいては登録・認定
企業の成長を後押しすることが期待される。 

 
   ・制度の設計・運用にあたっての検討事項 

事業を通じてＳＤＧｓに貢献していると認識できている地域事業者等が少な
い中、フェーズ１の認定制度等を通じて地域事業者等の底上げを図るとともに、
認証された企業やプロジェクトに投融資を行う地域金融機関には、アドバイス
やファイナンスを通じて地域事業者等の取り組みを支援する（ビジネスマッチ
ング、コンサルティング等）ことが期待されている。 
しかし、ＳＤＧｓに取り組むことが企業の中長期的な成長や与信リスク等に

どのような影響を及ぼすかが不透明な中で、これを直ちに投融資判断に組み入
れることが困難な場合も発生する。地域金融機関の経済合理性についても考慮
する必要がある。そこで、認証企業・プロジェクトへの投融資とモニタリングを
通して得られる知見やベストプラクティス等を蓄積・共有する仕組みを検討す
る。 

 
 
 
 
 

                                                      
5 持続的成長に向けた長期投資の考え方については、経済産業省「価値協創のための統合的開示・対話ガ
イダンス －ESG・非財務情報と無形資産投資－」2017 年 5 月 等が参考となる。 
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   ③フェーズ３：ＳＤＧｓを通じた地域金融機関等と機関投資家・大手銀行・証券会社

等の連携促進 
    ・地域金融機関の表彰制度 

フェーズ２の実践を通じＳＤＧｓ金融の推進に向けて優れた取組を行った地
域金融機関を政府が表彰する制度を創設し、地域金融機関の更なる取組を促す。 

 
    ・地域金融機関と機関投資家・大手銀行・証券会社等の連携促進 

機関投資家・大手銀行・証券会社等と地域金融機関の協調・協業を推進するこ
とにより、地域金融機関の人材育成・キャパシティビルディングや、機関投資家
等の投融資機会の拡大を目指す。 
例えば、大手銀行が地域金融機関と協調し、企業のサステナビリティ評価に基

づき融資をおこなうシンジケートローンを組成する取組や、信託銀行が地域課
題の解決に貢献する信託ソリューションを開発し、地域金融機関と連携して全
国展開するなどの取組が見られる。 
加えて、大手銀行等が地方公共団体や地域事業者等と連携し、地域課題の解決

に向けた公的サービスを提供し、その成果に応じて地方公共団体から報酬が支
払われる「ソーシャル・インパクト・ボンド」といった取組も参考になる。 

 
    ・期待される効果 

表彰された地域金融機関は、機関投資家等からの投融資機会の拡大や企業価
値の向上が期待される。また、機関投資家・大手銀行・証券会社は、地方創生や
ＳＤＧｓ達成に取り組む地域金融機関等との協業機会の拡大が期待される。 

 
   ・制度の設計・運用にあたっての検討事項 

特に地方部においては、機関投資家等からの投資を呼び込める規模の案件が
少ない点が大きな課題として挙げられる。 
この課題の解決に向けて、例えば、機関投資家の投資対象となり得る適切な規

模等を確保するため、複数の地方公共団体等が連携し、共通した発行ルールのも
とＳＤＧｓに関連した債券等（グリーンボンド、ソーシャルボンド等）を発行し、
投融資の効率化と規模拡大を図っていくことが有効と考えられる。 
また、地方創生ＳＤＧｓをテーマとしたファンドを機関投資家・大手銀行・証

券会社等と地域金融機関・地方公共団体が連携しながら組成・運用し、地方創生
ＳＤＧｓに向けた事業を全国から効率的に発掘・育成し、投融資していく仕組み
が考えられる。 
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Ⅲ. 今後の展開 

地域の課題解決に向けては、ＳＤＧｓの取組が一層推進されることが望ましい。そのため
には、金融機関を含む多様なステークホルダーとの連携により民間資金が地域社会に供給
されることが必要である。また、世界的にも機関投資家等が投融資の判断材料の一つとして
ＳＤＧｓを捉える動きが急速に拡大している。このため、政府が地方創生ＳＤＧｓに積極的
に取り組む事業者や地域金融機関に適切なインセンティブを与え、地方創生ＳＤＧｓ金融
を形成していくための取組を推進していくことが期待される。 
「地方創生ＳＤＧｓ金融フレームワーク」は、企画の概要を示したもので、具体化に向け

て検討すべき課題が多々残されていることから、引き続き詳細の検討を進めることが求め
られる。また、フレームワークの実現には多様なステークホルダーの参画が必要不可欠であ
り、今後の検討にあたっては、意見交換等を通じ、より実現性の高い制度にする必要がある。 
 

以 上 
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参考資料 

【参考事例】関東経済産業局・長野県の連携によるＳＤＧｓ登録制度 

１．問題意識・背景 

・ ＳＤＧｓは、経済・社会・環境の三側面における持続可能な統合的取組として推進し、

ＳＤＧｓの達成に向けた取組を進めることが求められており、持続的な社会の実現の

ために、民間セクターの積極的な関与が求められている。ＥＳＧ投資の潮流を背景に、

大企業等では社会課題解決に向けた戦略的な取組が創発され 始めている一方、中小

企業へのＳＤＧｓの浸透は限定的。 

・ 関東経済産業局では、ＳＤＧｓ推進に積極的な長野県と連携し、ＳＤＧｓ達成を通じた

地域中小企業等の価値向上・競争力強化を目的として、産学官金の地域ステークホルダ

ーや有識者等とともに「地域ＳＤＧｓコンソーシアム」を立ち上げ、ＳＤＧｓに取り組

む地域中小企業等を後押しするための支援手法の検討を行った。 

 

＜地域ＳＤＧｓコンソーシアムでの意見等＞ 

【中小企業側の現状・課題】 

・ 中小企業におけるＳＤＧｓの認知度が高まっていない。 

・ 「ＳＤＧｓに取り組む際の課題」として、「何から取り組めばいいかわからない」  

「事業との関係、メリットが分からない」という声が聞かれる。 

・ 実際にはＳＤＧｓに貢献する企業活動を行っているにも関わらず、自社の取組とＳＤ

Ｇｓとの関係に気付いていないケースが多い。 

・ ＳＤＧｓへの取組をスケールさせていくためにはインセンティブ（PR サポート、投融

資、ビジネスマッチング等）が重要。 

※参考 中小企業のＳＤＧｓの認知度・対応状況 （「中小企業のＳＤＧｓ認知度・実態等調査」結果か

ら） 

 
 
 
出典：一般財団法人日本立地センター、関東経済産業局「中小企業のＳＤＧｓ認知度・実態等調査」 

 
【地方公共団体・支援者側の現状・課題】 

・ 地方公共団体・支援者側がＳＤＧｓを理解し、地域企業に浸透させることが必要。 
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・ ＳＤＧｓゴール/ターゲットが多岐にわたるため、支援対象を検討するメルクマールが

あると有用。 

・ 企業の既存の取組とＳＤＧｓとの関係性の気付きを与えられるようなツールがあれば

浸透が進むのではないか。 
 上記の現状・課題を踏まえ、「ＳＤＧｓに取り組む地域の中堅・中小企業等を後押しする
ための仕組み（支援モデル）」を地方公共団体等に向けた参考ツールとして取りまとめ。 

 

２．支援モデルについて 

【基本的な考え方】 
・ 本支援モデルは、地方公共団体等がＳＤＧｓへ取り組む企業の登録・認定等を実施し、

企業の取組を後押しする仕組みである。 
・ 中小企業へのＳＤＧｓの浸透度を鑑み、ＳＤＧｓに取り組む裾野を広げるため、登録・

認定等に際して厳格な基準を設けるものではなく、「ＳＤＧｓに貢献する良い取組を 
見える化」することを重視している。 

・ 地域ごとに社会課題は異なるため、各地域の実情に応じたＳＤＧｓ推進を実現してい
くことが重要。そのため、地域の実情に応じた独自の要件内容の追加を検討するなど、
本支援モデルをローカライズしながら制度運営がなされることを想定している  
（＝全国のどの地域でも活用することが可能）。 

・ 登録等を受けた企業向けに地域におけるインセンティブも合わせて検討することで 
更なる施策効果が期待される。 
 

【目的】 
・ 地域中小企業等に対して、ＳＤＧｓを意識した企業経営に取り組む際の参考指標（取組

を始める際の道標）を示すとともに、ＳＤＧｓ貢献に繋がる取組・企業活動についての
理解・気付きを促進する。 

・ 登録・認定等を通じた「ＳＤＧｓに取り組む企業の見える化」によって、地域の多種  
多様なステークホルダーのサポートにより、企業の競争力強化の後押しを行う。 
 

【概要】 
・ 登録・認定等の要件として「自社の将来の成長に向けて、経済・社会・環境の各分野に

おけるＳＤＧｓ達成に向けた新たな取組等を宣言すること」（要件１）と「ＳＤＧｓの
観点で市場・社会から期待される基本的な事項への対応の確認（非財務情報等に関する
セルフチェック）」（要件２）の２つの要素を重視している。 
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※支援モデルイメージ 

 
〇要件１ 経済・社会・環境の三側面のターゲットへのコミット 
・ ＳＤＧｓについて理解したうえで、ＳＤＧｓの経済・社会・環境の三側面それぞれの  

ターゲットについて、①ＳＤＧｓ達成に向けた取組、②取組に対する 2030 年の目標、 
③目標に対する進捗測定（モニタリング）方法の３点を宣言することを要件として例示。 

・ 宣言内容は、自社の将来の成長に向けて、ＳＤＧｓ達成を意識した「新しい取組」や  
「現況の改善」等、新たな価値創造に向けた意欲的な内容を宣言することを推奨。 

・ 目標に対する進捗測定（モニタリング）結果は定期的に公表し、取組の透明性を高める
ことを推奨。 
 

〇要件２ ＳＤＧｓの観点で市場・社会から期待される基本的な事項への対応の確認  
（非財務情報等に関するセルフチェック） 

・ ＳＤＧｓの観点で市場・社会から期待される非財務情報等に関する取組項目について、
チェックリストに基づき、取組実績を申告するとともに、具体的な取組内容について  
記載することを要件として例示。 

・ チェックリストで提示する取組項目と自社の企業経営の取組を照らし合わせることで、
改めて自社の経営資源を見つめ直すとともに、既存の自社の取組とＳＤＧｓの関係性に
気付くことをねらいとしている（＝埋もれていた価値を高めるチェックリスト）。 

・ 更に、ＳＤＧｓに既に取り組んでいるが認知していなかった企業に対しての新たな発見
を提供し、ＳＤＧｓは身近なものであるという気付きを促進。 



 

28 

※ チェックリストでは、ＳＤＧｓの観点で市場・社会から期待される非財務情報等に関する取組の例示項目として、

人的資本（労働・人権等）、社会・関係資本（組織体制、社会貢献等）、自然資本（環境等）、知的資本（製品      

サービス、事業慣行等）等の観点から、計 40 程度の項目の例示を行っている。更に、ＳＤＧｓマッピング    

（例示した企業活動がどのＳＤＧｓのゴール/ターゲットに関連するか）を行い、既存の自社の取組とＳＤＧｓ

の関係性の気付きを促すツールとしている。 
 
【地域における認定・登録等制度を核とした地域中小企業等向けの支援の枠組み】 

・ ＳＤＧｓ達成を通じた地域中小企業等の価値向上・競争力強化を実現するためには、  
登録・認定等だけではなく、ＳＤＧｓのレクチャー・専門家派遣による伴走型支援等の
「入口支援」と登録等企業向けのインセンティブとして、ビジネスマッチング、PR   
サポート（人材確保につながるブランディング）、金融支援等の「出口支援」を合わせて
検討することで更なる施策効果が期待される。 

・ 地域の様々なステークホルダーの連携によるサポートやインセンティブの提供が重要。 
 
※地域中小企業等向けの支援の枠組み（イメージ） 
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地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融調査・研究会 開催経緯 

 
 
２０１９年１月２８日   第１回地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融調査・研究会 

             ・本調査・研究会の目的・ねらいの確認 
             ・地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融における論点整理 

 
 
 
     ２月２２日   第２回地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融調査・研究会 
              ・地方創生に向けたＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融の実現の

ための基本的な考え方の骨子案について 
 
 
 
     ３月１３日   第３回地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融調査・研究会 
              ・地方創生に向けたＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融の実現の

ための基本的な考え方（案）について 


